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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第１区分
【発行日】平成29年8月10日(2017.8.10)

【公開番号】特開2015-38348(P2015-38348A)
【公開日】平成27年2月26日(2015.2.26)
【年通号数】公開・登録公報2015-013
【出願番号】特願2014-151133(P2014-151133)
【国際特許分類】
   Ｆ０２Ｃ   7/00     (2006.01)
   Ｂ６４Ｄ  41/00     (2006.01)
   Ｂ６４Ｄ  47/00     (2006.01)
   Ｆ０１Ｄ  25/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ０２Ｃ    7/00     　　　Ａ
   Ｂ６４Ｄ   41/00     　　　　
   Ｂ６４Ｄ   47/00     　　　　
   Ｆ０１Ｄ   25/00     　　　Ｗ
   Ｆ０２Ｃ    7/00     　　　Ｆ

【手続補正書】
【提出日】平成29年6月29日(2017.6.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＡＰＵのタービンブレード断裂及び回転軸ブロッキングの故障に対するモニタリング方
法であって、
　ある期間内の複数の時点においてＡＰＵメッセージをメッセージ取得ユニットによって
取得するステップと、
　前記ＡＰＵメッセージにより、少なくとも起動時間ＳＴＡを含む前記ＡＰＵの運行パラ
メータをメッセージ解析ユニットによって取得するステップと、
　前記期間内の前記起動時間ＳＴＡの平均値ＡＶＧ及び偏差指数δをメッセージ解析ユニ
ットによって算出するステップと、
　前記偏差指数δにより、前記ＡＰＵのタービンブレード断裂及び回転軸ブロッキングの
状況が、安定期、退化期、又は故障期にあるかを故障モニタリングユニットによって判定
するステップと、を含むモニタリング方法。
【請求項２】
　前記ＡＰＵのタービンブレード断裂及び回転軸ブロッキングの状況が、安定期、退化期
、又は故障期にあるかを判定するステップは、
　前記偏差指数δが退化閾値より小さいことに応答して、前記故障モニタリングユニット
によって、前記ＡＰＵのタービンブレード断裂及び回転軸ブロッキングの状況が安定期に
あると判定するステップと、
　前記偏差指数δが前記退化閾値より大きく且つ故障閾値より小さいことに応答して、前
記故障モニタリングユニットによって、前記ＡＰＵのタービンブレード断裂及び回転軸ブ
ロッキングの状況が退化期にあると判定するステップと、
　前記偏差指数δが前記故障閾値より大きいことに応答して、前記故障モニタリングユニ
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ットによって、前記ＡＰＵのタービンブレード断裂及び回転軸ブロッキングの状況が故障
期にあると判定するステップと、を含む、請求項１に記載のモニタリング方法。
【請求項３】
　前記ＡＰＵのタービンブレード断裂及び回転軸ブロッキングの状況が安定期にある時の
前記偏差指数δを前記故障モニタリングユニットによって確定するステップを更に含み、
　前記退化閾値は、前記偏差指数δの約２倍であり、前記故障閾値は、安定した前記偏差
指数δの約６倍である、請求項２に記載のモニタリング方法。
【請求項４】
　前記退化期は深刻退化期を更に含み、
　深刻退化閾値は、退化閾値より大きく、故障閾値より小さいものであり、
　前記偏差指数δが、前記深刻退化閾値より大きく且つ前記故障閾値より小さいことに応
答して、前記故障モニタリングユニットによって、前記ＡＰＵのタービンブレード断裂及
び回転軸ブロッキングの状況が深刻退化期にあると判定し、
　前記深刻退化閾値は、安定した前記偏差指数δの約４倍である、請求項２に記載のモニ
タリング方法。
【請求項５】
　毎日２又は３の時点で測定される時に前記期間は約５～１０日である、請求項１に記載
のモニタリング方法。
【請求項６】
　前記期間内に約１０～４０のＡＰＵメッセージが取得される、請求項１に記載のモニタ
リング方法。
【請求項７】
　次の時点の前記ＡＰＵメッセージを更新することで、その時点の前記起動時間ＳＴＡを
メッセージ解析ユニットによって取得するステップと、
　ＳＴＡnextが、ＡＶＧ＋ｎδより大きい、又は、ＡＶＧ－ｎδより小さいことに応答し
て、前記故障モニタリングユニットによって、さらに次のＡＰＵに関連するメッセージに
より得られたＳＴＡnext+1が、ＡＶＧ＋ｎδより大きいか、又は、ＡＶＧ－ｎδより小さ
いかを判定するステップと、
　ＡＰＵに関連するメッセージにより得られた前記起動時間ＳＴＡが連続的に、ＡＶＧ＋
ｎδより大きい、又は、ＡＶＧ－ｎδより小さい回数が、予め設定された回数Ｚを超える
ことに応答して、前記故障モニタリングユニットによって警告を発生させるステップと、
を更に含み、
　前記ｎの値は制御ストラテジーによって確定される、請求項１に記載のモニタリング方
法。
【請求項８】
　ＡＰＵに関連するメッセージにより得られた前記起動時間ＳＴＡが、ＡＶＧ＋ｎδとＡ
ＶＧ－ｎδとの間にあることに応答して、前記メッセージ解析ユニットによって前記起動
時間ＳＴＡの平均値及び偏差指数δを算出し直す、請求項７に記載のモニタリング方法。
【請求項９】
　ＡＰＵに関連するメッセージにより得られた前記起動時間ＳＴＡが連続的に、ＡＶＧ＋
ｎδより大きい、又は、ＡＶＧ－ｎδより小さい回数が、予め設定された回数Ｚを超える
ことに応答して、前記メッセージ解析ユニットによって前記起動時間ＳＴＡの平均値及び
偏差指数δを算出し直す、請求項７に記載のモニタリング方法。
【請求項１０】
　前記偏差指数δは、前記起動時間ＳＴＡの標準偏差である、請求項１に記載のモニタリ
ング方法。
【請求項１１】
　前記ｎの値は２又は３である、請求項７に記載のモニタリング方法。
【請求項１２】
　ＡＰＵに関連するメッセージにより得られた前記起動時間ＳＴＡが連続的に、ＡＶＧ＋
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ｎδより大きい、又は、ＡＶＧ－ｎδより小さい回数が、予め設定された回数Ｚを超える
ことに応答して、前記故障モニタリングユニットによって警告を発生させるステップを更
に含む、請求項７に記載のモニタリング方法。
【請求項１３】
　前記Ｚの値は３～５である、請求項７に記載のモニタリング方法。
【請求項１４】
　前記方法は、
　起動時の最高排気温度ＥＧＴＰがレッドライン温度に到達したか否かに応答して、前記
故障モニタリングユニットによってタービンブレード断裂及び回転軸ブロッキングの故障
の警告を発生させるステップを更に含む、請求項１に記載のモニタリング方法。
【請求項１５】
　前記方法は、
　起動時にＥＧＴがそのピークにある時、ＡＰＵの回転比（ＮＰＡ）が、ＮＰＡの予め設
定された閾値である３５～４０％に到達すること又は近づくことに応答して、前記故障モ
ニタリングユニットによって、タービンブレード断裂及び回転軸ブロッキングの故障の警
告を発生させるステップを更に含み、
　前記ＮＰＡは、ＡＰＵの正常運行時の一定の回転速度に対してＡＰＵの排気温度（ＥＧ
Ｔ）がＡＰＵの起動段階においてそのピーク値に到達した時の前記タービンの回転速度を
パーセントで表す比である（％　ＲＰＭ／ＡＰＵ　ＲＰＭ）、請求項１４に記載のモニタ
リング方法。
【請求項１６】
　ＥＧＴＰ及びＮＰＡの標準偏差が増大することに応答して、前記故障モニタリングユニ
ットによってタービンブレード断裂及び回転軸ブロッキングの故障の警告を発生させる、
請求項１５に記載のモニタリング方法。
【請求項１７】
　前記方法は、
　排気温度ＥＧＴが前記レッドライン温度に近づく、又は、入口ガイドブレードＩＧＶの
角度に段階的突発ジャンプが発生することに応答して、前記故障モニタリングユニットに
よって、タービンブレード断裂及び回転軸ブロッキングの故障の警告を発生させるステッ
プを更に含む、請求項１５に記載のモニタリング方法。
【請求項１８】
　前記方法は、
　前記起動時間ＳＴＡの履歴データを前記メッセージ解析ユニットによって取得するステ
ップと、
　前記故障モニタリングユニットによって、前記起動時間ＳＴＡにおいて、漸次上昇、漸
次正常、そして分散することを示すかを判定するステップと、を更に含む、請求項１に記
載のモニタリング方法。
【請求項１９】
　飛行機補助動力ユニットＡＰＵのタービンブレード断裂及び回転軸ブロッキングの故障
に対するモニタリング装置であって、
　ある期間内のＡＰＵメッセージを取得するメッセージ取得ユニットと、
　少なくとも起動時間ＳＴＡを含む、必要とされるＡＰＵ運行データを解析し、前記期間
内の前記起動時間ＳＴＡの平均値ＡＶＧ及び偏差指数δを算出するメッセージ解析ユニッ
トと、
　前記偏差指数δにより、前記ＡＰＵのタービンブレード断裂及び回転軸ブロッキングの
状況が、安定期、退化期、深刻退化期、又は故障期にあるかを判定する故障モニタリング
ユニットと、を含むモニタリング装置。
【請求項２０】
　飛行機補助動力ユニットＡＰＵのタービンブレード断裂及び回転軸ブロッキングの故障
に対するモニタリング装置であって、
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　プロセッサと、
　プロセッサに接続されて、コンピュータ読み取り可能なコードを記憶するメモリと、を
含み、
　前記コンピュータ読み取り可能なコードは、前記プロセッサにおいて処理されて、
　ある期間内の複数の時点においてＡＰＵメッセージを取得するステップと、
　前記ＡＰＵメッセージにより、少なくとも起動時間ＳＴＡを含むＡＰＵの運行パラメー
タを取得するステップと、
　前記期間内の前記起動時間ＳＴＡの平均値ＡＶＧ及び偏差指数δを算出するステップと
、
　前記偏差指数δにより、前記ＡＰＵのタービンブレード断裂及び回転軸ブロッキングの
状況が、安定期、退化期、又は故障期にあるかを判定するステップと、を実行する、モニ
タリング装置。
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